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     令和４年７月２７日 

学 校 健 康 推 進 課 

 

住民訴訟控訴事件について 

 

令和４年４月２１日開催の文教常任委員会にて東京地方裁判所の判決言渡しがあった

旨を報告した住民訴訟にかかる争訟事件について、原告より控訴が提起されたため報告す

る。 

 

１ 事件名      世田谷区便乗給食違法確認事件 

 

２ 控訴状送達日等  令和４年４月４日 

（口頭弁論期日 令和４年９月７日） 

         

３ 当事者      控訴人（原審原告） 甲 

被控訴人      世田谷区教育委員会 

 

４ 原判決主文の表示 

（１）原告の請求を棄却する。 

（２）訴訟費用は原告の負担とする。 

 

５ 控訴の趣旨 

 （１）原判決を取り消す。 

（２）被控訴人が、世田谷区立小・中学校に勤務する教職員等（給食指導教員等を除く） 

（以下「本件教職員等」という。）に対し、学校給食に相当する給食（以下「特例

給食」という。）に係る人件費及び光熱水費の徴収を怠っていることが違法であ

ることを確認する。 

（３）訴訟費用は、一審、二審ともに、被控訴人の負担とする。 

 

６ 経緯及び控訴理由 

原告は、令和３年１月７日付けで、地方自治法第２４２条第１項の規定による住民監

査請求書を提出し、特例給食を食している本件教職員等から徴収する額に、光熱水費、

人件費等が含まれていないことは、違法若しくは不当に公金の賦課又は徴収を怠る事実

に当たる旨を主張した。 

世田谷区監査委員による監査の結果、本件請求は理由がないものと認められ棄却され
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た。原告は、監査結果に不服があるものとして、地方自治法第２４２条の２第１項３号

に基づき、本件教職員等に対する特例給食に係る光熱水費、人件費等の徴収を怠ってい

ることは地方公務員法第２５条に違反するものであり、違法であることの確認のための

住民訴訟を提起した。被告を世田谷区教育委員会とした裁判の審理が行われ、令和４年

３月２３日に東京地方裁判所より原告の請求を棄却する旨の判決が出された。 

その後、控訴人（原審原告）から地方公務員法第２条に反する判決として、令和４年

４月４日に東京地方裁判所の判決に不服がある旨の控訴状が、５月２２日に控訴理由書

が東京高等裁判所に提出され、区には６月２９日に控訴状等が届いた。 

【参考】地方公務員法（抜粋） 

第２条 

 地方公務員（地方公共団体のすべての公務員をいう。）に関する従前の法令又は条例、地方公

共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場

合には、この法律の規定が、優先する。 

第２５条 

職員の給与は、前条第五項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、

また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。 

 

７ 今後の対応 

引き続き、原判決の趣旨を踏まえ対応していく。 
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